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　旭川商工会議所は、
大正８年８月６日に創
立し、今年で100周年を
迎えます。大正８年と
いえば、世界的には前
年に第一次世界大戦が
終結し、国内では、大
正デモクラシーによる
自由主義が台頭してき
た時期であり、旭川に
ついては、過酷な自然環境と本州と比較して脆
弱な経済基盤を先人たちが開拓魂を持って奮励
努力し、旭川の発展に邁進していた時期であり
ました。旭川商工会議所は、このような先人達
の努力と行動によって設立し、これまで多くの
皆様に支えていただき、節目の年を迎えること
ができました。改めて感謝を申し上げますとと
もに、これからの100年につきましても皆様の役
に立つ、必要とされる会議所を目指して努力し
てまいりますので、変わらぬお力添えをよろし
くお願い申し上げます。

　当所は、道内で４番目の会議所（当時の名
称：旭川商業会議所）として、初代会頭の井内
歓二らが先頭にたち旭川の商工業発展に寄与す
ることを目的に設立されました。設立後間もな
く手がけた大きな仕事として、第１回目の全道
商業会議所連合会大会（現：全道商工会議所大
会）を大正10年に旭川で開催し、この大会を境
に、それまで別々に活動していた会議所が相互
連携を図るようになり、北海道全体の発展に一
致団結して取り組むようなりました。

クローズ
アップ

　昭和に入り経済規模の拡大や工業の著しい発
展により、既存の商業会議所法では、対応が難
しくなったことから昭和２年に商工会議所法が
公布され、昭和３年に、旭川商工会議所に組織
変更を行っており、昭和11年には、天皇陛下の
ご来旭に合わせて現在の場所（旭川市常盤通１
丁目）に旭川商工奨励館（前会館・現在の会館
は昭和47年に完成）を建設しております。戦時
下において、統制経済を円滑に進めるため、一
時期、北海道商工経済会旭川支部として組織改
変を行ったものの、戦後の昭和21年には、旭川
商工会議所として新たに活動を開始し、その
後、何度か法改正が行われ、昭和28年に現在の
商工会議所法が施行され現在にいたっておりま
す。

　また、戦後、第１回目の全道商工会議所大会
も旭川にて開催されており、このとき決議され
た「本道に銀行を設立すること」を契機に、全
道商工会議所が一丸となって新銀行設立に向け
て提言活動を行い現在の北海道銀行の設立に繋
がっております。
　昭和30年代に入り、高度経済成長の中、旭川
も昭和30年代の10年間で卸・小売の売上が３倍
以上に拡大し、旭川経済も大きく成長しており
ます。昭和37年には、旭川夏まつりが創始さ
れ、現在も当所が中核となり、旭川の夏の風物
詩として賑わいを創出しております。昭和40年
後半は、オイルショックと大型店の進出によ
り、地元経済は厳しい状況におかれたものの大
型店と地元小売店の間に入り、共存共栄が図ら
れるよう積極的な調整を行うとともに、昭和50
年代はじめより、地場産業の育成を目的とした
「バイあさひかわ運動」を展開して地域経済の
活性化に努めております。

　昭和57年には、全国的な女性の社会進出の機
運の高まりから旭川商工会議所婦人会（現：女
性会）を組織し、女性の社会進出の促進に努め
ております。
　平成に入り、旭川空港利用拡大期成会を設立
して、空港機能の充実や国内外の航空会社への
誘致強化、姉妹都市である韓国水原市との経済
交流、頭脳立地構想の推進と旭川高度化センタ
ー（現：旭川産業創造プラザ）の創立、市内企
業の市民への周知や販路拡大を目的に創立90周
年記念事業で開催したものづくり博覧会など、
地域経済の発展に向けた取り組みを旭川市や関
係機関とともに続けております。

　当所では、旭川の目指すべき方向性を「創
造」をキーワードに、旭川成長戦略ビジョン
（平成29年６月）としてまとめております。こ
のビジョンでは、旭川の成長に必要な項目を重
点分野として３つ上げており、一つ目の「創造
と循環による産業振興」では、創造する企業の
育成や観光・農業の振興、地域内連携と地産地
消、二つ目の「人材の創造」では、若年層の教

育と雇用環境の整備、ＵＩＪターンの推進、三
つ目が「街づくりにおける創造」として、生活
環境に係るインフラ整備と地域発展に必要とな
る攻めのインフラ整備としてまとめており、こ
の３つの重点分野が互いに好影響を与えていく
ことが旭川の発展に繋がっていくという内容で
ございます。
　また、このビジョンの具体的な行動計画であ
るアクションプランについても平成31年１月に
策定しており、事業実施期間を３年間と定め、
平成31年度の事業計画から随時盛り込んでいく
よう進めております。また、このアクションプ
ランでは、設計や意匠だけでなく経営からイン
フラ整備まで幅広い分野で、デザインの重要性
が増していることから、すべての事業について
デザインを意識して取り組んでまいります。
　事業内容としては、優先順位の高い事業を５
つのメインプロジェクトとして選定しておりま
す。
①「創造の種育て上げ事業」
　セミナーなどを通じて新たな価値を生み出
すための情報提供、アイデアを具現化するた
めの事業計画の策定支援、周知のための異業
種交流会、ワンストップでの支援体制の構
築。
②「観光資源掘り起し事業」
　専門家などを招聘して、閑散期観光、産業
観光、体験型観光などの掘り起しを行い新た
な観光メニューを創出。
③「インターシップ・職場体験促進事業」
　インターンシップや職場体験を実施してい
る企業の調査、申込方法や内容の規格化、HP
等による情報公開、大学・高校等への周知。
④「旭川にこれが出来たら未来が変わる事業」
　現在、旭川市に無いインフラが仮に整備さ
れた場合に旭川市がどのように変化するのか
を調査し、整備実現に向けた市民への情報提
供と機運醸成。
⑤「市民の口コミを活用した情報発信」
　市民に対して企業や商品、技術などを周知
し、口コミやSNS等を通じて自発的な発信を
促すとともに、各機関が実施しているセミナ
ーや補助金などの支援情報を集約し、利用者
の利便性の向上を図るためのスマホアプリの

構築。他にも中長期プロジェクトとして、高
等教育機関の充実に係る調査・研究や国際化
の促進、言葉の壁解消支援事業など、メイン
プロジェクトを
含め全部で13項
目をまとめてお
ります。
　詳細につきま
しては、旭川商
工会議所のホー
ムページよりダ
ウンロードが可
能となっており
ますので、是
非、ご一読くだ
さい。

　平成31年８月６日までを100周年記念イヤー
として、様々な記念事業を実施してまいりま
す。前段のアクションプランのスマホアプリに
よる情報発信強化事業を中核に、７月25日
（木）14時より、櫻井よしこ氏を講師に招聘し
て記念講演、旭川の未来を語る旭川成長戦略ビ
ジョンパネルディスカッションなど、「未来を
創造（つくる）」をキャッチフレーズに事業を
展開してまいります。　　
　最後に、人口減少、少子高齢化、そして急速
に進む技術革新の波は、今まで経験したことの
ないスピードで我々の暮らしや経済を劇的に変
化させていくものと思っております。商工会議

所としても先人た
ちが発展させてき
た旭川をこれから
の世代に、しっか
りと繋いでいでい
けるよう行動と挑
戦を続けてまいり
ますので、今後と
もご支援・ご協力
を賜りますようよ
ろしくお願い申し
上げます。

旭川商工会議所100周年 旭川商工会議所会頭　新谷龍一郎

未来を創造
つくる

旭川商工会議所会頭
新谷龍一郎

初代井内会頭（右）

旭川商工会議所の創立と歴史
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弱な経済基盤を先人たちが開拓魂を持って奮励
努力し、旭川の発展に邁進していた時期であり
ました。旭川商工会議所は、このような先人達
の努力と行動によって設立し、これまで多くの
皆様に支えていただき、節目の年を迎えること
ができました。改めて感謝を申し上げますとと
もに、これからの100年につきましても皆様の役
に立つ、必要とされる会議所を目指して努力し
てまいりますので、変わらぬお力添えをよろし
くお願い申し上げます。

　当所は、道内で４番目の会議所（当時の名
称：旭川商業会議所）として、初代会頭の井内
歓二らが先頭にたち旭川の商工業発展に寄与す
ることを目的に設立されました。設立後間もな
く手がけた大きな仕事として、第１回目の全道
商業会議所連合会大会（現：全道商工会議所大
会）を大正10年に旭川で開催し、この大会を境
に、それまで別々に活動していた会議所が相互
連携を図るようになり、北海道全体の発展に一
致団結して取り組むようなりました。

クローズアップ旭川商工会議所100周年

　昭和に入り経済規模の拡大や工業の著しい発
展により、既存の商業会議所法では、対応が難
しくなったことから昭和２年に商工会議所法が
公布され、昭和３年に、旭川商工会議所に組織
変更を行っており、昭和11年には、天皇陛下の
ご来旭に合わせて現在の場所（旭川市常盤通１
丁目）に旭川商工奨励館（前会館・現在の会館
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下において、統制経済を円滑に進めるため、一
時期、北海道商工経済会旭川支部として組織改
変を行ったものの、戦後の昭和21年には、旭川
商工会議所として新たに活動を開始し、その
後、何度か法改正が行われ、昭和28年に現在の
商工会議所法が施行され現在にいたっておりま
す。

　また、戦後、第１回目の全道商工会議所大会
も旭川にて開催されており、このとき決議され
た「本道に銀行を設立すること」を契機に、全
道商工会議所が一丸となって新銀行設立に向け
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　昭和30年代に入り、高度経済成長の中、旭川
も昭和30年代の10年間で卸・小売の売上が３倍
以上に拡大し、旭川経済も大きく成長しており
ます。昭和37年には、旭川夏まつりが創始さ
れ、現在も当所が中核となり、旭川の夏の風物
詩として賑わいを創出しております。昭和40年
後半は、オイルショックと大型店の進出によ
り、地元経済は厳しい状況におかれたものの大
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年代はじめより、地場産業の育成を目的とした
「バイあさひかわ運動」を展開して地域経済の
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して、空港機能の充実や国内外の航空会社への
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年記念事業で開催したものづくり博覧会など、
地域経済の発展に向けた取り組みを旭川市や関
係機関とともに続けております。

　当所では、旭川の目指すべき方向性を「創
造」をキーワードに、旭川成長戦略ビジョン
（平成29年６月）としてまとめております。こ
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フラ整備まで幅広い分野で、デザインの重要性
が増していることから、すべての事業について
デザインを意識して取り組んでまいります。
　事業内容としては、優先順位の高い事業を５
つのメインプロジェクトとして選定しておりま
す。
①「創造の種育て上げ事業」
　セミナーなどを通じて新たな価値を生み出
すための情報提供、アイデアを具現化するた
めの事業計画の策定支援、周知のための異業
種交流会、ワンストップでの支援体制の構
築。
②「観光資源掘り起し事業」
　専門家などを招聘して、閑散期観光、産業
観光、体験型観光などの掘り起しを行い新た
な観光メニューを創出。
③「インターシップ・職場体験促進事業」
　インターンシップや職場体験を実施してい
る企業の調査、申込方法や内容の規格化、HP
等による情報公開、大学・高校等への周知。
④「旭川にこれが出来たら未来が変わる事業」
　現在、旭川市に無いインフラが仮に整備さ
れた場合に旭川市がどのように変化するのか
を調査し、整備実現に向けた市民への情報提
供と機運醸成。
⑤「市民の口コミを活用した情報発信」
　市民に対して企業や商品、技術などを周知
し、口コミやSNS等を通じて自発的な発信を
促すとともに、各機関が実施しているセミナ
ーや補助金などの支援情報を集約し、利用者
の利便性の向上を図るためのスマホアプリの

構築。他にも中長期プロジェクトとして、高
等教育機関の充実に係る調査・研究や国際化
の促進、言葉の壁解消支援事業など、メイン
プロジェクトを
含め全部で13項
目をまとめてお
ります。
　詳細につきま
しては、旭川商
工会議所のホー
ムページよりダ
ウンロードが可
能となっており
ますので、是
非、ご一読くだ
さい。

　平成31年８月６日までを100周年記念イヤー
として、様々な記念事業を実施してまいりま
す。前段のアクションプランのスマホアプリに
よる情報発信強化事業を中核に、７月25日
（木）14時より、櫻井よしこ氏を講師に招聘し
て記念講演、旭川の未来を語る旭川成長戦略ビ
ジョンパネルディスカッションなど、「未来を
創造（つくる）」をキャッチフレーズに事業を
展開してまいります。　　
　最後に、人口減少、少子高齢化、そして急速
に進む技術革新の波は、今まで経験したことの
ないスピードで我々の暮らしや経済を劇的に変
化させていくものと思っております。商工会議

所としても先人た
ちが発展させてき
た旭川をこれから
の世代に、しっか
りと繋いでいでい
けるよう行動と挑
戦を続けてまいり
ますので、今後と
もご支援・ご協力
を賜りますようよ
ろしくお願い申し
上げます。

旭川商工奨励館（前会館）

旭川夏まつり（平和通を練り歩く行列）

旭川ものづくり博覧会（平成21年）

これからの会議所と旭川成長戦略ビジョン
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　旭川商工会議所は、
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弱な経済基盤を先人たちが開拓魂を持って奮励
努力し、旭川の発展に邁進していた時期であり
ました。旭川商工会議所は、このような先人達
の努力と行動によって設立し、これまで多くの
皆様に支えていただき、節目の年を迎えること
ができました。改めて感謝を申し上げますとと
もに、これからの100年につきましても皆様の役
に立つ、必要とされる会議所を目指して努力し
てまいりますので、変わらぬお力添えをよろし
くお願い申し上げます。

　当所は、道内で４番目の会議所（当時の名
称：旭川商業会議所）として、初代会頭の井内
歓二らが先頭にたち旭川の商工業発展に寄与す
ることを目的に設立されました。設立後間もな
く手がけた大きな仕事として、第１回目の全道
商業会議所連合会大会（現：全道商工会議所大
会）を大正10年に旭川で開催し、この大会を境
に、それまで別々に活動していた会議所が相互
連携を図るようになり、北海道全体の発展に一
致団結して取り組むようなりました。

クローズアップ旭川商工会議所100周年

　昭和に入り経済規模の拡大や工業の著しい発
展により、既存の商業会議所法では、対応が難
しくなったことから昭和２年に商工会議所法が
公布され、昭和３年に、旭川商工会議所に組織
変更を行っており、昭和11年には、天皇陛下の
ご来旭に合わせて現在の場所（旭川市常盤通１
丁目）に旭川商工奨励館（前会館・現在の会館
は昭和47年に完成）を建設しております。戦時
下において、統制経済を円滑に進めるため、一
時期、北海道商工経済会旭川支部として組織改
変を行ったものの、戦後の昭和21年には、旭川
商工会議所として新たに活動を開始し、その
後、何度か法改正が行われ、昭和28年に現在の
商工会議所法が施行され現在にいたっておりま
す。

　また、戦後、第１回目の全道商工会議所大会
も旭川にて開催されており、このとき決議され
た「本道に銀行を設立すること」を契機に、全
道商工会議所が一丸となって新銀行設立に向け
て提言活動を行い現在の北海道銀行の設立に繋
がっております。
　昭和30年代に入り、高度経済成長の中、旭川
も昭和30年代の10年間で卸・小売の売上が３倍
以上に拡大し、旭川経済も大きく成長しており
ます。昭和37年には、旭川夏まつりが創始さ
れ、現在も当所が中核となり、旭川の夏の風物
詩として賑わいを創出しております。昭和40年
後半は、オイルショックと大型店の進出によ
り、地元経済は厳しい状況におかれたものの大
型店と地元小売店の間に入り、共存共栄が図ら
れるよう積極的な調整を行うとともに、昭和50
年代はじめより、地場産業の育成を目的とした
「バイあさひかわ運動」を展開して地域経済の
活性化に努めております。

　昭和57年には、全国的な女性の社会進出の機
運の高まりから旭川商工会議所婦人会（現：女
性会）を組織し、女性の社会進出の促進に努め
ております。
　平成に入り、旭川空港利用拡大期成会を設立
して、空港機能の充実や国内外の航空会社への
誘致強化、姉妹都市である韓国水原市との経済
交流、頭脳立地構想の推進と旭川高度化センタ
ー（現：旭川産業創造プラザ）の創立、市内企
業の市民への周知や販路拡大を目的に創立90周
年記念事業で開催したものづくり博覧会など、
地域経済の発展に向けた取り組みを旭川市や関
係機関とともに続けております。

　当所では、旭川の目指すべき方向性を「創
造」をキーワードに、旭川成長戦略ビジョン
（平成29年６月）としてまとめております。こ
のビジョンでは、旭川の成長に必要な項目を重
点分野として３つ上げており、一つ目の「創造
と循環による産業振興」では、創造する企業の
育成や観光・農業の振興、地域内連携と地産地
消、二つ目の「人材の創造」では、若年層の教

育と雇用環境の整備、ＵＩＪターンの推進、三
つ目が「街づくりにおける創造」として、生活
環境に係るインフラ整備と地域発展に必要とな
る攻めのインフラ整備としてまとめており、こ
の３つの重点分野が互いに好影響を与えていく
ことが旭川の発展に繋がっていくという内容で
ございます。
　また、このビジョンの具体的な行動計画であ
るアクションプランについても平成31年１月に
策定しており、事業実施期間を３年間と定め、
平成31年度の事業計画から随時盛り込んでいく
よう進めております。また、このアクションプ
ランでは、設計や意匠だけでなく経営からイン
フラ整備まで幅広い分野で、デザインの重要性
が増していることから、すべての事業について
デザインを意識して取り組んでまいります。
　事業内容としては、優先順位の高い事業を５
つのメインプロジェクトとして選定しておりま
す。
①「創造の種育て上げ事業」
　セミナーなどを通じて新たな価値を生み出
すための情報提供、アイデアを具現化するた
めの事業計画の策定支援、周知のための異業
種交流会、ワンストップでの支援体制の構
築。
②「観光資源掘り起し事業」
　専門家などを招聘して、閑散期観光、産業
観光、体験型観光などの掘り起しを行い新た
な観光メニューを創出。
③「インターシップ・職場体験促進事業」
　インターンシップや職場体験を実施してい
る企業の調査、申込方法や内容の規格化、HP
等による情報公開、大学・高校等への周知。
④「旭川にこれが出来たら未来が変わる事業」
　現在、旭川市に無いインフラが仮に整備さ
れた場合に旭川市がどのように変化するのか
を調査し、整備実現に向けた市民への情報提
供と機運醸成。
⑤「市民の口コミを活用した情報発信」
　市民に対して企業や商品、技術などを周知
し、口コミやSNS等を通じて自発的な発信を
促すとともに、各機関が実施しているセミナ
ーや補助金などの支援情報を集約し、利用者
の利便性の向上を図るためのスマホアプリの

構築。他にも中長期プロジェクトとして、高
等教育機関の充実に係る調査・研究や国際化
の促進、言葉の壁解消支援事業など、メイン
プロジェクトを
含め全部で13項
目をまとめてお
ります。
　詳細につきま
しては、旭川商
工会議所のホー
ムページよりダ
ウンロードが可
能となっており
ますので、是
非、ご一読くだ
さい。

　平成31年８月６日までを100周年記念イヤー
として、様々な記念事業を実施してまいりま
す。前段のアクションプランのスマホアプリに
よる情報発信強化事業を中核に、７月25日
（木）14時より、櫻井よしこ氏を講師に招聘し
て記念講演、旭川の未来を語る旭川成長戦略ビ
ジョンパネルディスカッションなど、「未来を
創造（つくる）」をキャッチフレーズに事業を
展開してまいります。　　
　最後に、人口減少、少子高齢化、そして急速
に進む技術革新の波は、今まで経験したことの
ないスピードで我々の暮らしや経済を劇的に変
化させていくものと思っております。商工会議

所としても先人た
ちが発展させてき
た旭川をこれから
の世代に、しっか
りと繋いでいでい
けるよう行動と挑
戦を続けてまいり
ますので、今後と
もご支援・ご協力
を賜りますようよ
ろしくお願い申し
上げます。記念講演講師「櫻井よしこ氏」

旭川成長戦略ビジョン・アクションプラン表紙

創立100周年記念事業
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プ ロ グ ラ ム
◆小学６年生を対象とした租税教室
◆市長は君だ！子ども税金コーナー
◆税に関する絵はがきコンクール表彰式＆作品展
◆やさしい税金クイズ大会
◆旭山動物園飼育員さんによるトークショー
◆お楽しみ大抽選会
◆盲導犬育成基金への募金活動
◆税金なんでも相談会（税理士会主催）

11.18ＳＵＮ

平成30年度 
「税を考える週間」～この社会あなたの税がいきている～

アートホテル旭川 ３階（旭川市７条通６丁目）
PM１:00 PM4:00

おもしろおもも ろろ

税ミナ～ルミナ～ルミナ～ルミナ～ル
2018
ミナ～ルミナ～ル

①約500名の来場に大いに沸いたおもしろ税ミナ～ル／②青年部会と教育大学生が講師を務めた租税教室の様子
（詳しくは８p）／③女性部会担当による税に関する絵はがきコンクール表彰式の様子、審査員長の道立旭川美術
館梶浦館長より賞状と記念品が贈呈された（詳しくは６p）

恒例の法人会おもしろ税ミナ～ル、好評の税
金クイズ大会では“税金博士”に扮する旭川中税
務署の阪副署長から「税をお米などからお金で
納めるようになったのはいつから？」など、税
にかけた難問珍問が出題され、会場は歓声や悲
鳴とともに大いに盛り上がった。また、本イベ
ントでは税の啓蒙のみならず、楽しみながらも

地域の皆様に社会貢献を活動の柱とする法人会
を知ってもらおうと様々な催しも企画しており、
今年は旭山動物園の飼育員さんによるトークシ
ョーや地元逸品がなんと88本！さらには年貢米
も当たる大抽選会、盲導犬育成基金への募金活
動、税理士会とタイアップした税金なんでも相
談会なども行った。
例年「税を考える週間」にあわせて開催して
いるが、今年も税金クイズの結果に一喜一憂し
つつも、満面の笑顔で景品を抱え会場を後にす
る来場者の姿にイベントの成功を確信すること
が出来た。

寒空のなか来場者約500名!
楽しみながらも

税の啓蒙と社会貢献

1

32
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④全問正解者100名に図書カードが当たる税金クイズ大会／⑤知られざる飼育員さんの苦楽や動物園の裏話に耳
を傾けたトークショー／⑥盲導犬育成基金の募金活動に登場したキャンペーン犬と触れあう子どもたち／⑦胡蝶
蘭にタラバガニ…豪華景品や｢年貢米｣も当たる大抽選会の様子。

恒例の法人会おもしろ税ミナ～ル、好評の税
金クイズ大会では“税金博士”に扮する旭川中税
務署の阪副署長から「税をお米などからお金で
納めるようになったのはいつから？」など、税
にかけた難問珍問が出題され、会場は歓声や悲
鳴とともに大いに盛り上がった。また、本イベ
ントでは税の啓蒙のみならず、楽しみながらも

地域の皆様に社会貢献を活動の柱とする法人会
を知ってもらおうと様々な催しも企画しており、
今年は旭山動物園の飼育員さんによるトークシ
ョーや地元逸品がなんと88本！さらには年貢米
も当たる大抽選会、盲導犬育成基金への募金活
動、税理士会とタイアップした税金なんでも相
談会なども行った。
例年「税を考える週間」にあわせて開催して
いるが、今年も税金クイズの結果に一喜一憂し
つつも、満面の笑顔で景品を抱え会場を後にす
る来場者の姿にイベントの成功を確信すること
が出来た。

イベントの目的とは…イベントの目的とは…イベントの目的とは…イベントの目的とは…イベントの目的とは…イベントの目的とは…イベントの目的とは…イベントの目的とは…イベントの目的とは…イベントの目的とは…イベントの目的とは…イベントの目的とは…イベントの目的とは…イベントの目的とは…イベントの目的とは…イベントの目的とは…イベントの目的とは…イベントの目的とは…イベントの目的とは…イベントの目的とは…イベントの目的とは…イベントの目的とは…イベントの目的とは…イベントの目的とは…イベントの目的とは…イベントの目的とは…イベントの目的とは…イベントの目的とは…イベントの目的とは…イベントの目的とは…イベントの目的とは…イベントの目的とは…イベントの目的とは…イベントの目的とは…イベントの目的とは…イベントの目的とは…イベントの目的とは…イベントの目的とは…イベントの目的とは…イベントの目的とは…イベントの目的とは…イベントの目的とは…イベントの目的とは…イベントの目的とは…イベントの目的とは…イベントの目的とは…イベントの目的とは…イベントの目的とは…イベントの目的とは…イベントの目的とは…イベントの目的とは…イベントの目的とは…イベントの目的とは…イベントの目的とは…イベントの目的とは…イベントの目的とは…イベントの目的とは…イベントの目的とは…イベントの目的とは…

国税庁では毎年11月11日～17日までの１週
間を「税を考える週間」と称して税の啓蒙活動
を行っているが、当会もこれに併せて法人会
「おもしろ税ミナ～ル」を開催している。
①次代を担う子どもたちや地域の皆さまに、税
金の大切さやあり方を考えてもらう
②公益法人として地域社会貢献活動を展開する
③地域に密着した法人会活動への理解を得るこ
とを目的に楽しみながらも意義ある
イベントを目指し企画している。

54

76
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女性部会では租税教育活動の一環として、全

国一斉に「税に関する絵はがきコンクール」を

実施している。当部会では小学校高学年を対象

に夏休みにあわせて募集し、作品展と優秀作品の

表彰式を11月18日(日)・アートホテル旭川にて開

催した法人会『おもしろ税ミナ～ル！2018』の

なかで行った（作品展は11／21～12／10までの

期間、JR旭川駅の南コンコースにも展示）

応募総数は管内26校より224点、審査員長に

は道立旭川美術館の梶浦仁館長を迎え、大賞２

点、税務署長賞や旭川市長賞など関係諸機関から

の特別賞10点をはじめ入賞34点を選出した。 表彰式では約500名の大観衆が見守る前で、梶浦

館長より１人ずつ賞状と記念品が贈呈された

が、自身の作品が大型スクリーンに映し出され

るステージに登壇し、児童たちの緊張した面持ち

と誇らしげな姿が印象的であった。

普段あまり馴染みのない税について、少しで

も関心を持ってもらい考える機会になればと企

画したものだが、本年も個性豊かな作品の数々

と当日ご家族連れで多くの方々が来場してくれ

たことに、租税教育の重要性と意義を実感する

ことが出来た。

また、学校関係者や税務当局など関係諸機関

の協力に支えられ、年々参加児童の広がりを見

せていることに大きな使命感をもって、今後も

女性部会の最重要事業として全力を傾注するこ

とを誓った。

笠原　　吹さん 〔左〕
(春光小学校４年)

髙山　徹平さん 〔右〕
（附属旭川小学校６年） 

梶浦審査員長より賞状と記念品を贈呈

第10回

大賞大賞大賞大賞大賞大賞大賞大賞大賞大賞大賞大賞大賞大賞大賞

応募全224点を掲示した作品展の様子
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鈴木さくらさん
（春光小学校６年）

石尾　　翼さん（旭川第二小学校６年）
只石日奈向さん（旭川第二小学校６年）
大田　絢香さん（愛宕東小学校６年）
板垣　歩佳さん（神楽小学校５年）
野島　陽依さん（共栄小学校６年）
松原　とあさん（大有小学校４年）
原田　礼佳さん（大有小学校５年）
釜崎　日和さん（東五条小学校６年）
樋口リリカさん（比布中央小学校５年）
大木　悠華さん（附属旭川小学校６年）

上川総合振興局長賞

岡本　悠里さん
（大有小学校５年）

旭 川 市 長 賞 旭川中税務署長賞 旭川東税務署長賞

稲村　優貴さん
（西御料地小学校４年）

金井　優奈さん
（大有小学校５年）

旭川市ＰＴＡ連合会会長賞 旭川商工会議所会頭賞 税理士会旭川支部長賞

千葉　陽菜さん
（大有小学校５年）

旭川市教育長賞

旭川中法人会会長賞

山田　琉斗さん
（西御料地小学校５年）

旭川東法人会会長賞

笠原　　咲さん
（春光小学校６年）

髙橋みのりさん
（神楽小学校６年）

浅沼　梨乃さん
（大有小学校５年）

準　大　賞 準　大　賞

那須川壱星さん
（愛宕東小学校６年）

太田　　凜さん
（忠和小学校６年）

河村　和音さん
（東聖小学校６年）

優

秀

賞

森川　蒼生さん（愛宕東小学校５年）
市村　陽奈さん（新町小学校５年）
大西　杏奈さん（新町小学校６年）
吉田　暖和さん（大有小学校４年）
梅田　優心さん（大有小学校４年）
庄司　陽咲さん（大有小学校４年）
品田ももこさん（大有小学校５年）
松村　怜林さん（東五条小学校６年）
勝見　颯斗さん（比布中央小学校６年）
菊地　　快さん（附属旭川小学校６年）

奨

励

賞

優秀作品紹介
管内26小学校より224点、個性豊かな作品の数々に租税教育の重要性を実感
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青年部会が小学校を訪問し『租税教室』を開催！
青年部会では管内の小学校を訪問し、６年生

を対象に租税教室を実施しているが、今年度は

知新・鷹栖北野・神居東・東光・西神楽・朝日

の６校で開催した。次代を担う子どもたちに税

金の役割や重要性を考えてもらおうと、身近な

施設や学校を題材にクイズ形式なども取り入れ

て行った。また、あわせてキャリア教育の一環

として、講師自らの経験を通してこれからの生

き方などについて語りかけると、児童たちも将

来の夢や目標を熱っぽく発表してくれた。

また、例年「税を考える週間」にあわせて開

催しているイベント「おもしろ税ミナ～ル」で

も租税教室を実施しており、今回は19校より34

名の６年生と多数の家族らが参加した。あわせ

て昨年度から実施している、税の使い途を考え

てもらうためのブース「市長は君だ！子ども税

金コーナー」にも約100名の親子らが参加した。

今年度も教育大旭川校の学生10数名にも参画し

てもらったが、大学生にとっても児童たちと接

する貴重な場となったようだ。

大学生とコラボした「市長は君だ！子ども税金コーナー」 １億円のレプリカも使用（西神楽小学校）

東光小学校における租税教室の様子

平成30年度｢租税教室｣等の実施状況

 11月18日

 12月５日

 12月10日

 12月18日

 12月19日

 １月29日

 ２月19日

おもしろ税ミナ～ル!

租税教室

市長は君だ（略）

知新小学校

鷹栖北野小学校

神居東小学校

東光小学校

西神楽小学校

朝日小学校

【34名】

【100名】

【22名】

【48名】

【74名】

【144名】

【18名】

【36名】

本間・学生

会員・学生

森 ・鳥海

本間・佐々木

荒尾・田村

井上・野村

牧原・落合

本間・福居

開催日  学校(行事)名【参加児童】 講師担当

青年部会＆女性部会　活動報告
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四団体合同新春研修会の様子

青年部会＆女性部会　活動報告

12月10日(水)アートホテル旭川に於いて青年女

性部会合同による税務研修会・きき酒会を開催

した。研修は旭川東税務署の原田統括官・中田

上席より「消費税軽減税率制度の個別事例研

究」と題して講義を受けた。引き続き恒例のきき

酒会では、酒税の一端にもふれながら、日本酒は

もとよりビールやワインさらには水やお茶など７

種類22品目に挑戦、第19回目を迎える今年の名

人は高尾勉氏（㈱ＴＡＫＡＯ）に輝いた。

研修会の様子ときき酒名人に輝いた高尾会員

四団体合同新春研修会 　税務研修会＆きき酒会
２月１日(金)アートホテル旭川に於いて、旭川

東・中法人会の青年部会と女性部会が一堂に会す

る恒例事業、四団体合同新春研修会を開催した。

講師には利木副署長（旭川東署）と阪副署長（旭

川中署）を招き、税務職員の採用からその後の研

修体制など国税組織における人材育成の概要につ

いて説明を受けた。研修後にはニューイヤーパー

ティを開催し、趣向を凝らした部会ごとのアトラ

クションなど盛会裡に終了した。

　左の２枚の絵を見比べ、７ヶ所の違った部分を

探して下さい。どちらかの絵に○印をつけ、ハガ

キに貼り応募して下さい。住所、企業名、氏名、電

話番号を記入のうえ、４月26日（金）（必着）まで

　〒070-0043　旭川市常盤通１丁目

　　　　　　　道北経済センタービル１階

　　　　　　　（公社）旭川東法人会事務局宛

　正解者から30名様に図書カードをプレゼント

いたします。

■作者紹介…神谷一郎（かみや・いちろう）
イラストレーター、デジタルイメージ会員、日本出版美術家連盟会
員など。専修大法学部卒後、漫画プロダクションを経て漫画家に。
現在はフリーランスのイラストレーターとして、雑誌・広告・
WEB 等で活躍中。第 35 回集英社 YJ 新人賞、第５１回講談社漫画賞
などを受賞。第４回デジタルアートコンテスト佳作。著作に「マニ
アックサイバー」（グラフィック社刊）。
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１月28日開催の新春講演会の様子

当会では定期的に税務研修会をはじめ経営に

役立つ様々なセミナーを開催している。平成30

年度は下記の通り６回開催し計500名を超える方

が受講した。

多彩な研修会・セミナーを開催

旭川東・中法人会では様々な分野で活躍する

著名人を講師に招き春期講演会を開催してお

り、会員のみならず広く一般市民にも開放し好

評を得ている。本年は３月５日(火)アートホテル

旭川に於いて、元フジテレビアナウンサーの河

野景子さんを招き「ピンチをチャンスに！」と

題して、アナウンサーから横綱の妻、一男二女

の母そして相撲部屋の女将として、様々な心境

を述懐しながら、物事をポジティブにとらえて

いく意識や志向のヒントを語ってくれた。700名

もの来場に会場は熱気に包まれたが、今注目の

河野さんの講演に熱心に耳を傾けた。

春期講演会を開催
河野景子さん来旭に約700名!

９月18日開催の経営セミナーの様子

春期講演会の様子と講師の河野景子さん

◆◆◆  平成30年度研修会開催状況  ◆◆◆
５月28日　税務講話（出席94名）
　講　師　旭川東税務署長　新村　吉臣 氏
　テーマ　消費税軽減税率制度の概要等

６月20日　経営セミナー（出席78名）
　講　師　はまぐち総合法務事務所代表　濱口　貴行 氏
　テーマ　採用に成功する会社、失敗する会社　他

９月18日　経営セミナー（出席82名）
　講　師　プロネットワーク５
　　　　 弁護士・ＭＢＡ・ＡＦＰ　　　皆川　岳大 氏
　　　　 司法書士・土地家屋調査士　上村修一郎 氏
　　　　 ＣＰＭ・宅地建物取引士　　植西　晃典 氏
　テーマ　債権法・相続法の改正、不動産の市況

11月29日　税務研修会（出席127名）
　講　師　旭川中署法人１統括官　川筋　健志 氏
　　　　 旭川東署法人１統括官　原田　裕敏 氏
　テーマ　消費税軽減税率制度
　　　　 法人会自主点検チェックシートのススメ

１月28日　新春講演会（出席148名）
　講　師　北海道新聞旭川支社長　小林　亨 氏
　テーマ　旭川の将来像を考える

２月下旬　地区別税務研修会（出席64名)
　開催日　2/19（東旭川･工業団地･東川）、
　　　　　2/22（永山･当麻･比布）、2/27（他地区）
　講　師　旭川東署法人１統括官　原田　裕敏 氏
　　　　 旭川東署法人１上席　　中田　孝一 氏
　テーマ　消費税軽減税率制度・税制改正
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法人会では毎年税制改正に関して、健全かつ

中小企業の活性化に資する税制の構築を目指

し、政府・政党・関係省庁等に対して建設的な

意見を提言している。昨秋開催された第35回法

人会全国大会<鳥取大会>において、平成31年度

税制改正に関する提言が決議され、これを受け

て当会でも12月19日に地元選出議員や旭川市

長・旭川市議会に対して提言書に基づく税制改

正事項の実現に向けた要望活動を行った。

平成31年度税制改正に関する提言
◆国税庁長官表彰
　当会副会長（旭川東間税会会長）

　山　崎　與　吉 氏 （男山㈱）

◆旭川東税務署長表彰
　当会副会長

　西　山　陽　一 氏 （西山坂田電気㈱）

　当会副会長

　髙　橋　徳　松 氏 （三栄運輸㈱）　

平成30年度納税表彰式

２月18日(月)旭川商工会議所に於いて、会社設

立後１年未満の企業を対象に研修会を開催し

た。講師には税務署より法人担当官を招き、会

社設立から初めての決算・申告までのポイント

や法人税・消費税・源泉所得税等の経理処理な

ど実務に関して講義を行うとともに法人会への

入会勧奨も行った。

新設法人説明会

会員企業はもとより一般企業（一部制限あり）の方も掲載いただけます。
登録料・手数料は一切かかりません。
● 配　 布 　先／(公社)旭川東・中法人会会員企業約２,１００社
● 年間発送予定／３月／７月／１０月／１２月
★当会ホームページに詳細・申込用紙などを掲載しておりますので、是非ご覧ください。
　（ＨＰ　http://ash-ho.or.jp）

掲
載
に
関
す
る
内
容 

有効期限：○年○月末日

有効期限：○年○月末日 有効期限：○年○月末日

有効期限：○年○月末日

※右記のクーポンチラシ一覧は、
A４サイズで配布しております。

《掲載イメージ》

※右記のクーポンチラシ一覧は、

企業・お店のＰＲに!

法人会クーポン『掲載企業募集中』

掲
載
費
な
ど
一
切
無
料
！

宣
伝
効
果
間
違
い
な
し
！

新年交礼会にて受彰者の皆様へ花束贈呈
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行動する法人会
平成31年度税制改正に関する提言

　全法連では、平成31年度税制改正に向け、政

府・政党に対して提言活動を行いました。

予算・税制等に関する政策懇談会（税務・中小企業）《11月７日》

自 民 党

財政・金融・証券
関係団体委員長

税制改正要望等ヒアリング《11月14日》

公 明 党

財政金融部会長　竹内　　譲 氏　他

第二部会（財金・総務・決算）税制改正団体ヒアリング《10月30日》

財金・総務・決算部会長　小林　正夫 氏　他

国民民主党

財務金融部会・税制調査会　税制改正要望に関するヒアリング《11月22日》

立憲民主党

財務金融部会長　川内　博史 氏　他

《10月25日》

財 務 省

財務副大臣　鈴木　馨祐 氏

　法人会では毎年税制改正について、政府・政党・

関係省庁等に対して建設的な意見を提言していま

す。本年も10月11日に開催された全国大会におい

て｢平成31年度税制改正に関する提言｣が決議され、

旭川東・中法人会でも地元選出の国会議員をはじめ

市長・市議会に対して提言活動を行いました。

表敬訪問　《12月６日》

長　　官　藤井　健志 氏
次　　長　並木　　稔 氏
課税部長　重藤　哲郎 氏

国 税 庁

左から　鈴木副大臣、柳田税制委員長、松﨑専務理事
左奥から重藤課税部長、藤井国税庁長官、並木次長
右奥から小林会長、柳田税制委員長、松﨑専務理事

この他に総務省、中小企業庁などに対して提言活動を行いました（役職等は当時のものです）

津島　　淳 氏　他
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　私が法人会にお世話になって早16年目を迎え
ました。
　加入初期の頃より、毎年恒例行事の四団体合
同新春ニューイヤーパーティーにはほとんど参
加させて頂いていて、１年おきにはｅ-Ｔａｘダ
ンサーズの一員として登場しています。
　初回当時は私もまだ若く、たまたまエアロビク
スを教えているとの事でお声を掛けてくださった
のだと思います。最初は、他の会員さんと二人で
キャンディーズを披露させて頂いた憶えがありま
す。そのうち同じ会員の森本さんが参加されてか
ら、内容が俄然本格化しました（笑）
　数人の会員さんを勧誘し、２年に１回、たっ
た１度の幻のダンスの為に、皆さんお忙しいな
か何度か集まり練習します。毎回、その頃に流
行っている曲、皆さんが知っている曲などの選
曲が難しいのと、歳を重ねるごとに衰えていく
体力と記憶力でなかなか大変です（笑）
　ですが、その分完成した時の充実感と楽しさ
は、この歳ではそうそう味わえないものだとも
思っています。
　ｅ-Ｔａｘダンサーズと呼ばれるようになった
のは、確か法人会の周年行事のパーティーで
「ゴリエ」を披露させて頂いた頃からだと記憶
しています。数年前には、無理を言ってお願い
し税務署の方にも参加して頂いて、楽しい時間
を過ごさせて頂きました。あと何年参加出来る
かわかりませんが、皆さんの足を引っ張らない
ように、身体の動く限りこれからも続けられた
らと思っています。
　この楽しいｅ-Ｔａｘダンサーズに参加してみ
たい方は、いつでも募集中ですので、ぜひ気軽
にお声を掛けてくださいませ♪
　これからもどうぞヨロシクお願い致します！

　弊社は1935（昭和10）年に創立し砂利採取業
としてスタートしました。戦後は基礎工事から
土木建築業、そして1959（昭和34）年に法人化
し、今年で法人設立60年を迎えることが出来ま
した。
　近年は少子化の影響で、どの産業も担い手不足
で経営にも大きく影響が出ています。建設産業も
同様に人材の育成が急務であり、弊社においても
採用活動、会社（工事現場）見学、インターンシ
ップ等社内の多くの人員や時間を費やしていま
す。４月には８名の新入社員が入社しますが、定
年まで勤めてほしいといつも思います。
　技能者、技術者として能力向上を図る為に研
修を通して教育訓練を実施していますが、私は
学校を卒業したばかりの若い人達は人間教育や
社会教育が重要であり、それは何より仕事を覚
える上でも近道ではないかと思います。それぞ
れ育った家庭環境の違いもありますが、考え
方、人との接し方、コミュニケーション能力、
働くという事、給料の事から貯蓄、税金の事、
その他一般常識も含めてです。学業が優秀な成
績であった場合でも、これらの事が御座なりに
なっている場合があります。円滑に仕事をする
には多くの人達と打合せや確認事項、連絡・報
告・相談を絶えず行わなければなりません。縁
あって入社した若い人達には優秀な技能者・技
術者として育って欲しいのは勿論ですが、会社
での仕事を通して、人間性を高め社会人として
成長して欲しいと願っています。
　偉そうな事を書いてしまいましたが、わが子を
育てるのも難しく、どうしたものかと父親として
日々苦悩しております。今年の新入社員はどんな
個性を持って10年後そして将来に向かってどん
な成長を遂げていくか今から楽しみです。

㈱髙嶋建業
総務部
髙　嶋　美　佳

㈱谷脇組
代表取締役
谷　脇　勝　英

『ｅ-Taxダンサーズ』に
参加して！

『法人設立60年』と
『新入社員』について

メッセージ
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経営者のための

法律相談
経営者のための

法律相談
経営者のための経営者のための経営者のための経営者のための経営者のための経営者のための経営者のための経営者のための

法律相談法律相談法律相談法律相談法律相談法律相談法律相談 旭川総合法律事務所弁護士　皆川 岳大旭川総合法律事務所弁護士　旭川総合法律事務所弁護士　旭川総合法律事務所弁護士　旭川総合法律事務所弁護士　旭川総合法律事務所弁護士　旭川総合法律事務所弁護士　旭川総合法律事務所弁護士　旭川総合法律事務所弁護士　旭川総合法律事務所弁護士　旭川総合法律事務所弁護士　旭川総合法律事務所弁護士　旭川総合法律事務所弁護士　旭川総合法律事務所弁護士　旭川総合法律事務所弁護士　旭川総合法律事務所弁護士　旭川総合法律事務所弁護士　旭川総合法律事務所弁護士　旭川総合法律事務所弁護士　旭川総合法律事務所弁護士　旭川総合法律事務所弁護士　旭川総合法律事務所弁護士　旭川総合法律事務所弁護士　旭川総合法律事務所弁護士　旭川総合法律事務所弁護士　旭川総合法律事務所弁護士　旭川総合法律事務所弁護士　旭川総合法律事務所弁護士　旭川総合法律事務所弁護士　旭川総合法律事務所弁護士　旭川総合法律事務所弁護士　旭川総合法律事務所弁護士　旭川総合法律事務所弁護士　旭川総合法律事務所弁護士　旭川総合法律事務所弁護士　旭川総合法律事務所弁護士　旭川総合法律事務所弁護士　旭川総合法律事務所弁護士　皆川 岳大皆川 岳大皆川 岳大皆川 岳大皆川 岳大皆川 岳大皆川 岳大皆川 岳大
永山南中学校、旭川東高校、北海道大学法学部卒業。地元企業の顧問弁護士業務と医療機関の経営コンサルタント業務のほか、
借金問題等の消費者問題にも取り組んでいる。好きなアーティストは長渕剛、吉川晃司。趣味は、居酒屋めぐりとワイン。Profile

̶̶̶̶̶̶̶̶  相続に関する民法改正について  ̶̶̶̶̶̶̶̶
今回は、近時の相続に関する民法改正の中から、配
偶者居住権の新設と自筆証書遺言の要件緩和につい
て、ご説明いたします。

（1）配偶者居住権が新設された経緯
これまで亡くなった方（被相続人）の財産があまり
多くない場合、特に居住用の不動産しか価値のある財
産がない場合など、配偶者が不動産の所有権を取得で
きず、長年住み慣れた家に住むことができないという
問題が発生することがありました。そこで、配偶者が
不動産の所有権を取得できなくても、そのまま住み慣
れた家に住むことができようにと新設されたのが配偶
者居住権です。
（2）配偶者居住権の内容
配偶者居住権は改正民法の1028条１項により、配
偶者が居住していた建物を無償で使用及び収益する権
利であるとされています。配偶者居住権は譲渡するこ
とができず、所有者の承諾を得ずに、居住建物の改築
をしたり、第三者に使用収益させたりすることはでき
ないなど、制限もあります。
配偶者居住権は、遺産分割協議において相続人間で
合意が整った場合や配偶者居住権を遺贈するという内
容の遺言が残されていた場合に取得できるとされてい
ます。
（3）審判での取得
では、被相続人からの遺贈がなく、また、他の相続
人との折り合いが悪い場合に、配偶者が配偶者居住権
を取得できないのかというと、そうではありません。
裁判所が審判という手続で、配偶者居住権の取得を認
めてくれる可能性があります（改正民法1029条）。
具体的には、①配偶者が家庭裁判所に対して、配偶
者居住権の取得を希望する旨の申し出をした場合で、
②居住建物の所有者の受ける不利益の程度を考慮して
もなお配偶者の生活を維持するために特に必要がある
と認められる場合には、裁判所が配偶者居住権の取得
を認めることがあります。もっとも、配偶者居住権
は、原則として配偶者が死亡するまでの権利とされて
いますが、裁判所が認める場合には居住建物の所有者
の受ける不利益の程度や配偶者の居住の必要性等を考
慮して期間制限を定めることも考えられます（改正民

法1030条）。
（4）施行時期について
この配偶者居住権に関する改正民法の施行日は
2020年４月１日からとされており、施行日前に開始
した相続については適用外となります。配偶者居住権
を遺言で贈与したい場合は、この施行日以降に遺言を
作成する必要がありますので、注意してください。

（1）従来の自筆証書遺言の要件
民法968条１項は「自筆証書によって遺言をするに
は、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、こ
れに印を押さなければならない。」と規定していま
す。したがって、要件をまとめますと、①全文を自書
すること、②日付を自書すること、③氏名を自書する
こと、④押印すること、となります。
①については、パソコンでの作成は認められておら
ず、遺言書の全文を自分で記載する必要があります。
②の注意点は、日にちが特定できる書き方をしなけ
ればならないことで、例えば「平成31年１月末日」は
問題ありませんが、「平成31年１月吉日」だと日にち
が特定できず、遺言書が無効となってしまいます。
③の注意点は、他の人と一緒に署名をしてはならな
いということです。仮に、夫婦で一緒に１つの遺言書
を作成してしまったとすると、「共同遺言」として無
効となってしまいます。
④については、実印でなくても構いません。

（2）民法改正による方式の緩和
民法改正によって、方式が緩和されたのは要件①と
目録の加除訂正です。重要なのは、要件①なので、今
回はこの点に絞ってご説明します。
要件①ですが、目録についてのみ自書でなくてもよ
いことになりました。パソコンでの作成や代書のほ
か、不動産の全部事項証明書や預貯金通帳のコピーを
目録として使用することも可能です。目録を自書しな
い場合、目録の各ページ（裏表がある場合には両面）
に署名と押印が必要になります。
なお、自筆証書遺言の方式の緩和に関する規定は、
2019年１月13日に施行されました。この施行日より
前に作成された遺言は、全文自書による必要がありま
すので、ご確認ください。

１ 配偶者居住権について

２ 自筆証書遺言の要件緩和について
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亥年経営者 「随感随筆」 

代表取締役 太田　英司氏

亥年・年男の雑感
株式会社 東 花 苑

（昭和22年生まれ）

今年は 亥年

年男として、一文書くようにとの要請があ
り、まず初めに自分が今年年男であるという実
感が湧きませんでした。「毎日が昨日の続き」
で生きて来たような者ですから、まさか６回目
の年男となり72歳に成ろうとしているとは自覚
しておりませんでしたので、自分を振り返る良
い機会を与えて頂いたと感謝しなければならな
いのかもしれません。
そこで、自分が生まれた昭和22年（1947年）
から12年ごとの亥年の主な出来事をパソコンを
駆使し、そして、亥年の自分の誕生日７月６日
の新聞を図書館へ行き調べてみる事とし、印象
に残っている事案を以下のように整理をしてみ
ました。
●誕生年　昭和22年（1947年）丁亥（ひのとい）
国の主な出来事
農地解放・日本国憲法施行・学校教育法（6・
3・3学制発足）・労働基本法等新法公布
普通選挙制開始・第１回参議院議員選挙・最
高裁判所発足
７月６日の道新記事
残念ながら６月分と８月分は有りましたが７
月分は抜けていました。
●１回目　昭和34年（1959年）己亥（つちのとい）
国の主な出来事

メートル法施行・南極観測隊タロ・ジロ無事
を確認・皇太子ご成婚・オリンピック東京開
催決定・伊勢湾台風（5098人の死者）・安保
闘争
７月６日の道新記事
許可下りないアーケード（１条～５条）・旭
川民衆駅前を追われるバス停留所・高校野球
中体連
●２回目　昭和46年（1971年）辛亥（かのとい）
国の主な出来事
沖縄返還協定調印・成田空港第１次代執行・江
夏豊９連続３振・大鵬引退・円変動相場制
NHK放送カラー放送開始・カップヌードル発売
７月６日の道新記事
なんとかして「ホコリ公害」・空港、医大と
もに有望・市長期計画策定作業始まる
●３回目　昭和58年（1983年）癸亥（みずのとい）
国の主な出来事
青函トンネル貫通・連続テレビ「おしん」放
送・東京デズニーランド開園・日本海中部地
震発生・大韓航空機事件・ロッキード事件公
判・パソコン　ワープロ普及・中曽根内閣発
足・ファミコン発売
７月６日の道新記事
ごみを考える（便利なトレイ、ラップ再利用

の道はなし）・10日に札響来る・春光台少年
卓球団全道１，２位（さあ次は全国だ）
●４回目　平成７年（1995年）乙亥（きのとい）
国の主な出来事
阪神淡路大震災・地下鉄サリン事件・東京都
知事に青島幸雄　京都府知事に横山ノック
７月６日の道新記事
公約の重み受け止めて（参院選）有権者管内
44万298人・地震教訓に安全追及（家具）
●５回目　平成19年（2007年）丁亥（ひのとい）
国の主な出来事
宮崎県知事に東国原英夫・安倍首相辞任・郵
政民営化・年金問題・IPS細胞・携帯電話
（スマートフォン上陸）防衛省発足
７月６日の道新記事
抜き打ち検査を開始（ミンチ偽装を受け
て）・嵐山陶芸の里ゆっくり散策を・ばんえ
い競馬精算
●６回目　平成31年（2019年）己亥（つちのとい）
天皇陛下譲位・新元号
さて、今年はどんな年になるのか？

以上、自分が気になったニュースを拾ってみ
ました。一つ一つの出来事を思い出しながら整
理してみましたが、思いに耽っていると中々先
に進むことが出来ずに大変でした。
さらに、亥（猪）にまつわる諺を探してみる
と「猪突猛進」「猪見て矢を引く」「猪武者」

「しし食った報い」等々あまり良い例えがない
ようですが、全く違う見方があることも分かり
ました。十二支は「子」から始まり「亥」
（猪）までありますがすべて動物の漢字に成っ
ていますが実は植物の成長に例えられていると
いう説を見つけました。最初の「子」は種の中
に新しい命が萌え始めた状態を表し、丑・寅・
卯・辰・巳・午・未・申・酉・戌と植物が成長
していく様子を表していると言う説です。最後
の「亥」は前年の戌年で草木の成長が止まり葉
を落とした状態、亥年は次の成長の為に満を持
しエネルギーを貯めている状態を言うそうで、
次世代への橋渡しを担っている。それが「辛抱
強い」に繋がっているとの事です。
さて、ここで自分の商売（旅館・宴会）を考
えて見る事にします。何故この場所で半世紀以
上の歴史を刻むことが出来ているのか、同業者
の中では七不思議だと言われています。自分の
信条として「商いは高過ぎてもダメ、安すぎて
もダメ」商いが成り立つ価格設定が基本であ
る。「高すぎればお客様は離れ、安すぎれば自
分がもたない」その加減が大切である。
何れにしても、今の自分が在るのは良き先
輩・友人・知人の存在があり、勿論、一番大切
な家族の支えと絆が有ればこそで、この場をお
借りして感謝をしたいと思います。
いよいよ70代これからも「昨日の続きの今日、
今日の続きの明日」を生きて行くつもりです。
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しておりませんでしたので、自分を振り返る良
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いのかもしれません。
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て）・嵐山陶芸の里ゆっくり散策を・ばんえ
い競馬精算
●６回目　平成31年（2019年）己亥（つちのとい）
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理してみましたが、思いに耽っていると中々先
に進むことが出来ずに大変でした。
さらに、亥（猪）にまつわる諺を探してみる
と「猪突猛進」「猪見て矢を引く」「猪武者」

「しし食った報い」等々あまり良い例えがない
ようですが、全く違う見方があることも分かり
ました。十二支は「子」から始まり「亥」
（猪）までありますがすべて動物の漢字に成っ
ていますが実は植物の成長に例えられていると
いう説を見つけました。最初の「子」は種の中
に新しい命が萌え始めた状態を表し、丑・寅・
卯・辰・巳・午・未・申・酉・戌と植物が成長
していく様子を表していると言う説です。最後
の「亥」は前年の戌年で草木の成長が止まり葉
を落とした状態、亥年は次の成長の為に満を持
しエネルギーを貯めている状態を言うそうで、
次世代への橋渡しを担っている。それが「辛抱
強い」に繋がっているとの事です。
さて、ここで自分の商売（旅館・宴会）を考
えて見る事にします。何故この場所で半世紀以
上の歴史を刻むことが出来ているのか、同業者
の中では七不思議だと言われています。自分の
信条として「商いは高過ぎてもダメ、安すぎて
もダメ」商いが成り立つ価格設定が基本であ
る。「高すぎればお客様は離れ、安すぎれば自
分がもたない」その加減が大切である。
何れにしても、今の自分が在るのは良き先
輩・友人・知人の存在があり、勿論、一番大切
な家族の支えと絆が有ればこそで、この場をお
借りして感謝をしたいと思います。
いよいよ70代これからも「昨日の続きの今日、
今日の続きの明日」を生きて行くつもりです。

「猪突猛進と言うように、正義感が強く、心が優しくて人
に対する思いやりがあります。困っている人を見過ごせず、
自分から厄介事に首尾を突っ込んでしまうこともありますが、
心配性なところもあるので、用心深く、自分を信じて突き進
むことが出来ます。
芯が強く、やると決めたらやり遂げる人でよほどのことが

ない限り挫折しません。人を信じやすいので、騙されてしま

うこともあるようです。
騙されても謝られると許し、根に持ったりはしないのです

が、お人好しなためにまた同じ人に騙されるという部分もあ
りますので注意が必要です。」
まるで自分を言い当てられている様に思うのは自分だけで

しょうか？
「最後まで読んで頂きありがとう御座いました」

干支のトリビア・豆知識　亥年生まれの人の性格診断
（因みに昭和22年生まれの今年の人口は206万人の性格だそうです。全員同じであれば気持ちが悪いですが参考までに）
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保健所の仕事といえば、食品衛生や感染症対策、また犬・猫の保護などのイメージが強いでしょうか。
これら以外に、健康にまつわるさまざまな取組を行っており、今回は旭川市民の健康実態や事業についてお知らせし
たいと思います。

がんや循環器疾患による死亡は60歳代で急増。しか
し30歳代の働き盛り世代から徐々に増加するという実
態が！

「従業員の健康は気になるけれど、何をしたら良い
かわからない」、「関心はあるけれどきっかけがな
い」という事業主の皆さま。市内事業所を対象に、職
場で手軽にできるメニューを提案しサポートしていま
す。ぜひ御利用ください。

従業員数の少ない事業所ほど、1人が病休などで欠
ける事による影響は大きいと言えます。
近年聞かれるようになってきた「健康経営」とは、
「従業員の健康管理に積極的に取り組むことで、従業
員の心身の状態が整い、その結果として生産性や業績
などが期待できる」という考え方です。
旭川市内の事業所においても、健康経営の取り組み
が広まりつつあります。

HEALTH MATTER

～気になりませんか、従業員の健康
　　　　　進めていますか、受動喫煙対策～

働く人を守る職場づくりについて

旭川市保健所 所長　鈴木 直己

「まだ若いし、自覚症状がないから自分は大丈夫」の危険

職場ぐるみの健康づくりを応援しています
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新生物・循環器疾患の年齢別死亡数

新生物 循環器系疾患 旭川市保健衛生年報　H28年統計　20歳～99歳抜粋

30歳代から
増えはじめる

★若い頃から自分の健康に関心を持とう
（毎年の健康診断・がん検診でカラダをチェック　）

★まずは、いつもの生活習慣に良い習慣をプラス１
ワン

普段の生活の中で
　　例えば　このような

野菜を
とろう !

糖分を
控えよう !

体を
動かそう !

食事に野菜の
おかずを加え
野菜から食べる

いつもの甘い
飲み物を水や
お茶にチェンジ

エレベーター
ではなく
階段を使う

「健康づくりプラス1」事業に参加しませんか？ 知っていますか？「健康経営Ⓡ」

階段用消費カロリーステッカー等の提供
●ステッカーや標語を貼り従業員の階段使用を促進 お問合せ先：旭川市保健所 保健指導課　電話：26-2397

90日間体重測定チャレンジ
●職場の仲間と５人以上でエントリー
●職場で体重を量るだけ（体重計は貸出可）
●歩数計の貸出も可

出前健康講座
●保健師・管理栄養士が職場に伺い、生活習慣病の予防
について講話を実施

TRY on 体組成計！
●1人3分あればできる健康チェック。体組成計で体重、
体脂肪率、筋肉量、基礎代謝、内臓脂肪レベルを測定 健康づくりプラス１事業の詳細や、参加事業所の取

り組み、健康経営についてなど、旭川市ホームページ
に掲載しています。ぜひご覧ください。

※「健康経営Ⓡ」はNPO法人健康経営研究会の登録商標です。

・従業員のモチベーション向上
・業務効率の向上
・欠勤率の低下

リスクマネジメント生産性の向上
・事故の予防
・労災発生の予防

金銭的負担軽減
・疾病手当や健康保険料
　などの負担軽減

企業イメージの向上
・企業ブランド価値の向上
・労働力の確保

企業の
メリット
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望まない受動喫煙をなくすため、昨年7月に成立した改正健康増進法では、多数の者が利用する施設は、原則、敷地
内禁煙または屋内禁煙となり、喫煙する場合には喫煙専用室等の設置が必要となります。
実際の手続き等の詳細は今後示されることとなっていますが、いずれの施設の管理権限者も、望まない受動喫煙をな
くすべく、積極的な対策を取られることをおすすめします。

旭川市版
禁煙外来MAPを作成しました 日本人の死亡原因の第１位は「がん」で、全体の約

３割を占めています。生涯のうちに２人に１人はがん
にかかるリスクがありますが、初期の段階であれば
100％近く治癒するがんもあり、早期発見のため、が
ん検診を定期的に受けることが大切です。
職場でがん検診を受けている方もいらっしゃると思
いますが、その機会がない場合でも旭川市のがん検診
（胃・肺・大腸・乳・子宮がん）を安く、簡単に受け
ることができます。
40歳（子宮がん検診は20歳）になっ
たらがん検診を受けましょう！

詳しくは旭川市ホームページをご覧ください。

完全な受動喫煙防止対策は、禁煙に尽きます。
ご自身のため、ご家族や周りの方のためにも、今日
から、禁煙に取り組みませんか？
市内には、禁煙外来治療を受けられる医療機関が51
か所あります。（平成30年10月時点）
詳しくは、旭川市ホームページに掲載していますの
で、ぜひご活用ください。

詳しくは旭川市ホーム
ページをご覧ください。

「がん検診」受けていますか？

現在、国では喫煙所の設置・改修等にかかる費用を助成する「受動喫煙防止対策助成金」のほか、各種相談や測定機
器の貸出し等の支援を行っています。詳しくは下記にお問い合わせください。

※全ての施設で、①喫煙ができる場所については、標識の掲示が必要
　　　　　　　　②喫煙可能部分は客・従業員とも20歳未満は立ち入れない　

改正健康増進法の規定 施行日
第１種施設

2019年７月1日

2020年４月1日

2019年１月24日喫煙を行う場合は周囲の状況に配慮

学校・病院・児童福祉施設、行政機関等

飲食店、事務所、工場、ホテル・旅館等

上記以外の多数の者が利用する施設第２種施設

屋外や家庭など

経過措置
既存の経営規模の小さな飲食店
・個人または中小企業が経営
・客席面積100㎡以下

敷地内禁煙
（屋外で受動喫煙を防止するために
必要な措置がとられた場所に喫煙
場所を設置することができる。）

原則屋内禁煙
（喫煙を認める場合は喫煙専用室な
どの設置が必要）

店内で喫煙可能とする場合は、
標識の掲示が必要

来年４月から　原則屋内禁煙になります！

お問合せ先：旭川市保健所 健康推進課　電話：25-6315
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ー 平成31年度税制改正の大綱が平成30年12月21日に閣議決定されましたので、概要をお知らせいたします。 ー

消費税率の引上げに際し、需要変動の平準化等の観点から、住宅に対する税制上の支援策を講ずるとともに、車体
課税について、地方の安定的な財源を確保しつつ大幅な見直しを行う。さらに、デフレ脱却と経済再生を確実なもの
とするため、研究開発税制の見直し等を行う。また、都市・地方の持続可能な発展のための地方税体系の構築の観点
から、特別法人事業税（仮称）及び特別法人事業譲与税（仮称）の創設等を行う。このほか、森林環境税（仮称）及
び森林環境譲与税（仮称）の創設、国際的な租税回避により効果的に対応するための国際課税制度の見直し、経済取
引の多様化等を踏まえた納税環境の整備等を行う。具体的には、次のとおり税制改正を行うものとする。

○住宅ローン控除の拡充
・消費税率10%が適用される住宅取得等について、控
除期間を３年延長する。（現行10年⇒13年）
・11年目以降の３年間について、消費税率２%引上げ
分の負担に着目した控除額の上限を設定する。
・適用期間は平成31年10月１日から平成32年12月31
日までとする。
・この措置による個人住民税の減収額は、全額国費で
補填する。

○森林環境税（仮称）及び森林環境譲与税（仮称）の創設
・森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観
点から、森林環境税（仮称）（平成36年度から年額

1,000円）及び森林環境譲与税（仮称）（平成31年
度から譲与）を創設する。

○ふるさと納税制度の見直し
・過度な返礼品を送付し、制度の趣旨を歪めているよ
うな団体については、ふるさと納税（特例控除）の対
象外にすることができるよう、制度の見直しを行う。

○子どもの貧困に対応するための個人住民税の非課税措置
・子どもの貧困に対応するため、事実婚状態でないこ
とを確認した上で支給される児童扶養手当の支給を
受けており、前年の合計所得金額が135万円以下で
あるひとり親に対し、個人住民税を非課税とする措
置を講ずる。

個人所得課税

○個人事業者の事業承継税制の創設等
・新たな個人事業者の事業承継税制を、10年間の時限
措置として創設する（現行の事業用小規模宅地特例
との選択適用）。
一　事業用の土地、建物、機械等について、適用対象
部分の課税価格の100%に対応する相続税・贈与税
額を納税猶予する。
一　法人の事業承継税制に準じた事業継続要件の設定
等により制度の適正性を確保する。
・現行の事業用小規模宅地特例について、相続前３年

以内に事業の用に供された宅地を原則として除外す
る適正化を行う。

○教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置の見直し
・教育資金の一括贈与非課税措置について、受贈者の
所得要件設定や使途の見直し等を行う一方、30歳以
上の就学継続には一定の配慮を行い、適用期限を２
年延長する。
・結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置について、
受贈者の所得要件設定を行い、適用期限を２年延長
する。

資 産 課 税

平成31年度税制改正の大綱の概要

○イノベーション促進のための研究開発税制の見直し
・オープンイノベーション型について、大企業や研究
開発型ベンチャーに対する一定の委託研究等を対象
に追加するとともに、控除上限を法人税額の10%
（現行：５%）に引き上げる。
 （※）一定の研究開発型ベンチャー企業との共同研
究・委託研究に係る税額控除率については、25%と
する。
・総額型について、増加インセンティブの強化の観点
から控除率を見直すとともに、研究開発を行う一定
のベンチャー企業の控除上限を法人税額の40%（現

行：25%）に引き上げる。
・高い水準の研究開発投資を行っている企業につい
て、総額型の控除率を割増しする措置を講じた上
で、高水準型を総額型に統合する。

○中堅・中小企業による設備投資等の支援
・中小企業者等の法人税の軽減税率の特例及び中小企
業向け投資促進税制の延長等を行う。
・地域未来投資促進税制について、高い付加価値創出
に係る要件を満たす場合に特別償却率を50%（現
行：40%）、税額控除率を５%（現行：４%）に引
き上げる等の見直しを行う。

法 人 課 税

・中小企業の事業活動に災害が与える影響を踏まえて
事前防災を促進する観点から、事業継続力強化計画
（仮称）に基づく防災・減災設備への投資に係る特
別償却制度を創設する。

○都市・地方の持続可能な発展のための地方税体系の構築
・地域間の財政力格差の拡大、経済社会構造の変化
等を踏まえ、県内総生産の分布状況と比較して大
都市に税収が集中する構造的な課題に対処し、都
市と地方が支え合い、共に持続可能な形で発展す
るため、地方法人課税における新たな偏在是正措
置を講ずる。

・具体的には、消費税率10%段階において復元後の法

人事業税の一部を分離し、特別法人事業税（仮称）
とするとともに、その全額を都道府県に対し、特別法
人事業譲与税（仮称〉として、人口を譲与基準（不
交付団体に対する譲与制限あり）とし譲与する。

○その他
・保険会社等の異常危険準備金制度について、火災保
険等に係る特例積立率を６%（現行：５%）に引き
上げる。

・医師の勤務時間短縮や、地域医療体制の確保、高額
医療機器の共同利用の推進等効率的な配置の促進と
いった観点から、医療用機器の特別償却制度の拡
充・見直しを行う。
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○車体課税の見直し
・平成31年10月１日以後に新車新規登録を受けた自
家用乗用車（登録車）から、小型自動車を中心に
全ての税率区分において、自動車税の税率を引き
下げる。
・自家用乗用車（登録車）に係る環境性能割の税率等
の適用区分を見直す。
・環境性能割の導入を契機に、自家用乗用車（登録車
及び軽自動車）に係るグリーン化特例（軽課）の適
用対象を、電気自動車等に限定する。なお、消費税
率引上げに配慮し、平成33年４月１日以後に新車新
規登録等を受けた自家用乗用車（登録車及び軽自動
車）から適用する。
・エコカー減税（自動車取得税・自動車重量税）の軽
減割合等を見直す。政策インセンティブ機能の強化
の観点から、自動車重量税のエコカー減税につい
て、１回目車検時の軽減割合等を見直すとともに、
２回目車検時の免税対象を電気自動車等や極めて燃

費水準が高いハイブリッド車に重点化する。
・自動車税の恒久減税により生じる地方税の減収の
うち、地方税の見直しによる増収により確保でき
ない分について、以下の措置により全額国費で補
填する。
一　エコカー減税（自動車重量税）の見直し（前掲）
一　自動車重量税の譲与割合の段階的引上げ
一　揮発油税から地方揮発油税への税源移譲
・平成31年度税制改正に係る車体課税の見直しに伴う
都道府県・市町村間の財源調整のため、自動車税環
境性能割交付金に係る交付率を見直す。
・自動車の取得時の負担感を緩和するため、平成31年
10月１日から平成32年９月30日までの間に取得し
た自家用乗用車（登録車及び軽自動車）について、
環境性能割の税率を１%分軽減する。これによる地
方税の減収は、全額国費で補填する。

○外国人旅行者向け消費税免税制度の利便性向上
・臨時の販売場での免税販売を認める。

消 費 課 税

○BEPS（税源浸食と利益移転）プロジェクトを踏まえた対応
・過大支払利子税制について、利子の損金算入限度額
の算定方法の見直し等により、税源浸食リスクに応
じて利子の損金算入制限を強化する。

・移転価格税制について、独立企業間価格の算定方法
としてディスカウント・キャッシュ・フロー法を加
えるとともに、評価困難な無形資産取引に係る価格
調整措置を導入する。

国 際 課 税

○暫定税率等の適用期限の延長等
・平成30年度末に適用期限の到来する暫定税率
（411品目）の適用期限を1年延長する等の措置を

講ずる。
○個別品目の関税率等の見直し

関　　　　税

○経済取引の多様化等に伴う納税環境の整備
・仮想通貨取引等、経済取引の多様化・国際化が進展
する中、適正課税を確保するため、現行実務上行わ
れている事業者等に対する任意の照会について税法

上明確化するとともに、高額・悪質な無申告者等の
情報について国税当局が事業者等に照会する仕組み
を整備する。

納税環境整備

ーーー 詳しくは、財務省ホームページをご覧ください。⇒財務省ホームページ（http://www.mof.nta.go.jp/）ーーー

○イノベーション促進のための研究開発税制の見直し
・オープンイノベーション型について、大企業や研究
開発型ベンチャーに対する一定の委託研究等を対象
に追加するとともに、控除上限を法人税額の10%
（現行：５%）に引き上げる。
 （※）一定の研究開発型ベンチャー企業との共同研
究・委託研究に係る税額控除率については、25%と
する。
・総額型について、増加インセンティブの強化の観点
から控除率を見直すとともに、研究開発を行う一定
のベンチャー企業の控除上限を法人税額の40%（現

行：25%）に引き上げる。
・高い水準の研究開発投資を行っている企業につい
て、総額型の控除率を割増しする措置を講じた上
で、高水準型を総額型に統合する。

○中堅・中小企業による設備投資等の支援
・中小企業者等の法人税の軽減税率の特例及び中小企
業向け投資促進税制の延長等を行う。
・地域未来投資促進税制について、高い付加価値創出
に係る要件を満たす場合に特別償却率を50%（現
行：40%）、税額控除率を５%（現行：４%）に引
き上げる等の見直しを行う。

・中小企業の事業活動に災害が与える影響を踏まえて
事前防災を促進する観点から、事業継続力強化計画
（仮称）に基づく防災・減災設備への投資に係る特
別償却制度を創設する。

○都市・地方の持続可能な発展のための地方税体系の構築
・地域間の財政力格差の拡大、経済社会構造の変化
等を踏まえ、県内総生産の分布状況と比較して大
都市に税収が集中する構造的な課題に対処し、都
市と地方が支え合い、共に持続可能な形で発展す
るため、地方法人課税における新たな偏在是正措
置を講ずる。

・具体的には、消費税率10%段階において復元後の法

人事業税の一部を分離し、特別法人事業税（仮称）
とするとともに、その全額を都道府県に対し、特別法
人事業譲与税（仮称〉として、人口を譲与基準（不
交付団体に対する譲与制限あり）とし譲与する。

○その他
・保険会社等の異常危険準備金制度について、火災保
険等に係る特例積立率を６%（現行：５%）に引き
上げる。

・医師の勤務時間短縮や、地域医療体制の確保、高額
医療機器の共同利用の推進等効率的な配置の促進と
いった観点から、医療用機器の特別償却制度の拡
充・見直しを行う。
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税務署からのお知らせ

①受験資格
（1）平成元年４月２日から平成10年４月１日生まれの者

（2）平成10年４月２日以降生まれの者で大学を卒業する

　 見込みの者など別に定める者

札幌国税局では、国税局や税務署において、税のスペシャ

リストとして活躍する国税専門官を募集しています。

2019年度の採用試験の概要は、次のとおりです。

②申込受付期間
申込みはインターネットにより行ってください。

３月29日(金)９：00～４月10日(水)〔受信有効〕

申込専用アドレス
http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html

③第１次試験

６月９日(日)

【基礎能力試験、専門試験（多肢選択式及び記述式）】

④第１次試験合格者発表日
７月２日(火)　９：00

⑤第２次試験
７月11日(木)～７月19日(金)のうち
指定する日

【人物試験及び身体検査】

⑥最終合格者発表日
８月20日(火)

札幌国税局では、国税局や税務署において、税のスペシャ札幌国税局では、国税局や税務署において、税のスペシャ

国税専門官
募集!

ご不明な点は、札幌国税局人事第2課採用担当　

（℡011-231-5011内線2315）

または旭川東税務署（℡0166-23-6291）

　　　旭川中税務署（℡0166-90-1451）

にお尋ねください

全国納税貯蓄組合連合会では、国税庁との共催により、毎年、全国の中学生から「税についての作
文」を募集しており、昭和42年に第１回が開催され、平成30年度は第52回開催となります。
これは、将来を担う中学生の皆さんが、税に関することをテーマとして作文を書くことを通じて、
税について関心を持っていただき、また、税について正しい理解を深めていただくことを目的として
いるものです。
優秀な作品には、内閣総理大臣賞をはじめ総務大臣賞、財務大臣賞、文部科学大臣賞などを授与
し、賞状及び記念品を贈呈します。（全国法人会総連合は、当事業の後援団体となっております。）
中学生の皆さんからのご応募をお待ちしています。

中学生の「税についての作文」募集事業
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平成30年度　第52回　中学生の「税についての作文」

公益財団法人 全国法人会総連合 会長賞

「日本の税制度について」
旭川市愛宕中学校３年　　　

後　藤　ひなの

　やせ細った腕と足には転落防止用のベルトがま
かれ、微動だにしない。わずかに揺れ動く胸の動
きのみが懸命に生きようとする意志を私たちに伝
えている。私のひいおばあちゃんは認知症をわず
らい、２年ほど前から24時間体制の医療施設で治
療を受けている。毎日のようにお見舞いをする私
の母や家族が、言葉には出さなくてもつらい思い
をしていることが伝わってくる。呼びかけても反
応しないひいおばあちゃんを眺めながら、そして
それでも諦めずに声をかけ続ける家族をみて、本
当の幸せって何だろうという疑問が心の底から湧
いてきた。
　興味があったのでインターネットで調べてみる
と、国連が行った幸福度に関する調査結果がある
ことを知った。2018年の調査結果によると日本の
幸福度ランキングは54位で先進国の中ではかなり
低いことが分かった。一方で、北欧の国々が上位
を占めていることも初めて知った。こうした幸福
度の違いはどこからくるのかをさらに調べてみる
と、高齢者の幸福感が一因であることが分かっ
た。具体的には、日本では高齢になるほど幸福度
が下がっていくのに対して、ほかの先進国、特に
北欧では幸福度が年齢とともに増加する傾向があ
る。このような高齢者の幸福度の違いは、北欧と
日本の税制度の違いからきているのかもしれな
い。例えばデンマークでは所得税が55％で消費税
が25％となっており税率がとても高い。しかし代

わりに、医療費・教育費・介護費などが無料にな
っている。これに対して日本では消費税は8％で低
い代わりに、医療費・介護費などは負担する必要
がある。また、北欧は日本に比べて高い納税率を
達成している点にも違いがあることを知った。税
収にもとづいた社会福祉サービスが手厚いかどう
かは、高齢者や周りにいる家族の幸福感に大きく
影響するのではないだろうか。私のひいおばあち
ゃんの場合でも、家族が長く続く入院費用をどう
負担するかについての不安を抱えていることを漏
らしていた。
　日本では少子高齢化が進み、高齢者の介護や入
院がより多くなることが予想される。このような
状況では、充実した社会保障を作り上げるために
税収を増やすことはとても重要になると思われ
る。税収は、税率を決める仕組みそのものと税を
納める私たちに支えられている。したがって北欧
のような手厚い福祉サービスを行うための税制度
や高い納税率の達成方法は参考になるのではない
だろうか。
　日本に住む人たちが幸せに過ごすことができる
ためにも、税のあり方を学ぶことは大切だと感じ
た。これからは社会をより良くするための税の仕
組みやほかの国々の取り組みについて、私も積極
的に学んでいきたい。また、大切な人たちのため
に責任をもって納税していきたいと思う。
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産業カウンセラー　柏 木 勇 一
話すこととは、モヤモヤを突き放すこと話すこととは、モヤモヤを突き放すこと

20代後半の女性社員が語り出しました。メー
カーの経理部勤務。専門学校で簿記・経理を学
び就職して５年目。実直な仕事ぶりは周囲から
も認められていました。コツコツと取り組むタ
イプで、遠慮がちで引っ込み思案とも語りまし
た。それでもミスなく仕事ができれば、と思っ
ていたのですが、女性の先輩社員が、仕事の手
順を急に変えたり、余分な仕事を押し付けて早
く帰ってしまう姿に耐えられなくなりました。
自分の思いを伝えたいのですが、勇気がなくつ
い黙ってしまい、気持ちが沈みます
皆さんも経験し、職場でもよく見かけることと

思います。言いたいことを心に溜めて我慢してい
るとどうなるでしょう。不満がお腹に溜まりすっ
きりしません。「思う事言わねば腹ふくる」とい
うことわざもあります。この状態が続くと、心と
身体のバランスが崩れ、ストレスによる心身の症
状が進行していきます。早く対処しなければいけ
ません。どうしたらいいでしょう。

対処法にたどりつく前に、このことわざにつ
いて触れます。共通する話は少なくありませ
ん。『王様の耳はロバの耳』という話をご存知
の方も多いと思います。ギリシャ神話から題材
を取った児童劇の戯曲です。王様に呼ばれた床
屋さんが、王様のロバのように大きい耳に驚き
ましたが誰にも言えません。相談を受けた医者
が「言いたいことを我慢してお腹がふくれる病
気だ。このままでは死ぬぞ。せめて穴を掘って
その中に叫びなさい」とアドバイスした話で

す。ハッピーエンドになるストーリーですが、
その結論はここでは省略します。
日本でも鎌倉時代の吉田兼好の随筆『徒然
草」』に、「おぼしき事言はぬは腹ふくるるわ
ざなれば」とあります。その原典が平安時代の
随筆『大鏡』と言われています。さらに遡れば
中国の宋の時代の書物にもあることが分かりま
した。大昔から言い伝えられていたのです。
『徒然草』では、思うことを気晴らしで書いた
後は人に見せないで破って捨てると続きます。
穴を掘って言い放つことと合わせて、悶々とし
たら行動でストレスを解消していたことが分か
ります。

さて現代の対処法はどうでしょう。紙に書き
出して捨てる、穴を掘って嫌なことを叫ぶ、な
ども悪くはないのですが、例えば職場の対人関
係に悩んでいる場合は、適切ではないでしょ
う。よく言えば自己満足。何も解決しません。
ここで強調したいのは「アサーティブな自己表
現」です。ポイントは３つ。①事実を伝える ②
気持ちを言葉にして伝える ③そして提案する、
です。いきなりこの３つを表現することは難し
いでしょう。ひとつでもふたつでも構いませ
ん。経理部の女性に当てはめれば、「急に手順
を変えられると不安になります。事前にみんな
に話していただけないでしょうか」という言い
方はできないでしょうか。
黙っていないで話すこと。最初はやんわりと
でも、短くても構いません。「話す」は「放
す」につながります。話すことで気持ちのモヤ
モヤを突き放すことができるのです。

「思っていることを相手に言えずに
悩んでいます」

古今東西、言い伝えられていた
ことわざです

自己表現のポイントは
「気持ちを言葉にして伝える」こと

柏木勇一（かしわぎ・ゆういち）
1941年生まれ。大学卒業後、新聞社勤務を経て、現在ＥＡＰ企業でカウンセラーとして活動。産業カウンセラー、家族相談士、交流分析士。
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雇用問題コメンテーター　長 嶋 俊 三
ダイバーシティ雇用を実現する組織をつくるダイバーシティ雇用を実現する組織をつくる

これまで高齢者にやさしい職場をつくる職務
再設計にふれてきたが、高齢者に働きやすいと
いうことは若い社員、女性にはもっと働きやす
いわけで、職務再設計は、ダイバーシティ管理
のためのツールでもあるといえる。職務再設計
の基本的な考え方は、（1）高齢者の作業負荷を
高めるような設計をしてはならない。負荷の増
大は、高齢者に苦痛を、会社には労働災害や不
良品を生む原因になる。（2）高齢者が持ってい
る機能や能力で本人にとって使うことが望まし
いものは、おおいに発揮できる状態にしたほう
がよい。（3）これから開発できる能力は何か、
という可能性が追求できる方向での再設計も必
要である。現時点で持っている高齢者の特性を
ベースにした職務拡大を行い、そのための能力
開発、教育訓練も検討されなければならない。

職務再設計を実施する際のポイントが３つあ
る。（1）実施する時は、全社的に取り組む姿勢
が大事である。仕事は単独で成り立つものではな
く、前後工程と相互に関連しているため、一部の
仕事だけを取り出して改善しても実効が上がらな
い。また、これを実施する事務局組織もその視点
から考える必要があり、事務局構成メンバーも人
事担当者のほか、現場の担当者を含めるなど多角
的な知識を集約したプロジェクトチームにするの
が一般的だ。つまり、職場の人間全員を巻き込ん
だ活動が望まれる。（2）改善案の作成は、現場
の声を大切にする。（3）現場の作業グループに
よる小集団活動が効果的である。問題点の発見か

ら改善案の作成、改善効果の評価という一連の活
動は、実際に改善される職場の作業者が全員参加
して、自主的、主体的活動として取り組むことが
もっとも効果的である。

農業機械など特注品を製造している徳島市の
Ａ試作所では、若い社員がリーダーとなって改
善をすすめ、成功させている。同社は品質と技
術の高さが生命線の技術者集団で、社員構成で
は若年者と高齢者のふたつの塊がある。この世
代間の接着剤の役目を果たしたのがISO9001の
取得のために行った品質管理活動で、それは不
良品を減らすだけでなく、経営品質目標へ、部
門ごとの目標へ、さらに個人目標へと落とし込
んだ。この活動と同時に小集団活動も実施さ
れ、30歳代の社員をリーダーに全社的な改善が
検討され、バリアフリーに対応した新社屋づく
り、高齢者の負荷を軽減する新しい機器の導
入、高齢者向きの専用職場づくりを行った。若
い社員と高齢社員が職場の働きやすさについて
話し合ったことで技術が継承されただけでな
く、技術レベルが一段上に押し上げられ、目標
管理も個人レベルにまで落とし込んだことで、
達成度に応じた賃金制度に改定され、働き甲斐
も生まれた。

職務再設計は
ダイバーシティ実現のツール

若い社員が高齢者向きの
職場をつくる

長嶋俊三（ながしま・しゅんぞう）
1947年生まれ。明治大学卒。新聞記者、ＴＶディレクターを経て、79年より（財）高年齢者雇用開発協会発行の月刊誌『エルダー』の編集を創刊から担当。2011年６

月、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構を退職。著書に『60歳からの仕事』（清家篤慶應義塾大学教授と共著、講談社刊）、『エージレス就業社会』（共著、日本能

率協会マネジメントセンター刊）などがある。

職務再設計を実施する組織づくり
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新入会員です　ヨロシク！

この度、当会に入会いただきました新会員の方々をご紹介いたします。(H30.10.15～H31.3.15)

●親　会
アースコンサルタント㈱ 〈地質調査業〉
　〒078-8234 旭川市豊岡４条７丁目７番13号
　代　表　者　　金　山　愼　一

㈲ＡＫＩ土建 〈建設業〉
　〒078-8350 旭川市東光10条８丁目４番18号
　代　表　者　　秋　山　利　浩

鎌塚運送㈱ 〈運送業〉
　〒071-1505 東神楽町南３条東１丁目４番
　代　表　者　　鎌　塚　勝　強

川口幸三税理士事務所 〈税理士事務所〉
　〒070-0026 旭川市東６条１丁目
　代　表　者　　川　口　幸　三

㈱旭永 〈塗装工事業〉
　〒079-8416 旭川市永山６条１丁目１番31号
　代　表　者　　齋　藤　貴　大

旭神車輌工業㈱ 〈板金塗装・自動車修理業〉
　〒070-8005 旭川市神楽５条12丁目１番８号
　代　表　者　　松　永　孝　道

小関建三税理士公認会計士事務所 〈税理士事務所〉
　〒078-8236 旭川市豊岡６条２丁目１番６号
　代　表　者　　小　関　建　三

サービスエンジニアリング㈱ 〈管工事業〉
　〒070-0014 旭川市新星町１丁目２番31号
　代　表　者　　白　戸　浩　貴

坂本英志税理士事務所 〈税理士事務所〉
　〒078-8303 旭川市緑が丘３条３丁目１番４号
　代　表　者　　坂　本　英　志

㈱上西新聞店 〈新聞販売所〉
　〒078-0343 比布町中町２丁目２番８号
　代　表　者　　上　西　達　彦

常楽良吉税理士事務所 〈税理士事務所〉
　〒078-8353 旭川市東光13条４丁目５番20号
　代　表　者　　常　楽　良　吉

末廣電気 〈電気工事業〉
　〒078-8355 旭川市東光15条４丁目１番19号
　代　表　者　　小野寺　末　廣

㈱ステンレス工房 〈金属製品製造業〉
　〒070-0014 旭川市新星町４丁目９番１号
　代　表　者　　梶　沼　敏　夫

須藤憲子税理士事務所 〈税理士事務所〉
　〒070-8003 旭川市神楽３条10丁目６番６号
　代　表　者　　須　藤　憲　子

㈱太雅 〈老人福祉事業〉
　〒070-8013 旭川市神居３条４丁目２番15号
　代　表　者　　末　釜　　　宗

中村信税理士事務所 〈税理士事務所〉
　〒078-8220 旭川市10条通22丁目１番地７
　代　表　者　　中　村　　　信

祢津正吾税理士事務所 〈税理士事務所〉
　〒070-8047 旭川市忠和７条５丁目１番５号
　代　表　者　　祢　津　正　吾

能任利明税理士事務所 〈税理士事務所〉
　〒070-0024 旭川市東４条７丁目１番11号
　代　表　者　　能　任　利　明

未来コンス㈱ 〈建設業〉
　〒078-8232 旭川市豊岡２条６丁目９番６号
　代　表　者　　伊　藤　友　章

㈱ユニマットライフ旭川営業所 〈各種サービス業〉
　〒070-0024 旭川市東４条９丁目１番15号
　代　表　者　　更　科　洋　央

佐竹美一税理士事務所 〈税理士事務所〉
　〒078-8235 旭川市豊岡５条２丁目４番１号
　代　表　者　　佐　竹　美　一

中川設備 〈管工事業〉
　〒078-8347 旭川市東光７条３丁目１番21号
　代　表　者　　中　川　　　学

㈲秋元設備 〈設備工事業〉
　〒070-8045 旭川市忠和５条６丁目３番10号
　代　表　者　　秋　元　俊　史

松田隆社会保険労務士・行政書士事務所 〈法律事務所〉
　〒070-8016 旭川市神居６条３丁目２番12号
　代　表　者　　松　田　　　隆

●女性部会
協和工業㈱ 〈鉄工業〉
　〒079-8453 旭川市永山北３条７丁目１番20
　専務取締役　　髙　橋　陽　穂

豊岡地区
TEL 32-3111
FAX 32-2800

東光地区
TEL 73-4627
FAX 73-4637

東神楽地区
TEL 76-1422
FAX 76-1422

新旭川地区
TEL 25-1991
FAX 26-8018

流通団地地区
TEL 46-2553
FAX 73-4339

神楽地区
TEL 61-2641
FAX 61-2695

豊岡地区
TEL 34-2555
FAX 34-2270

新旭川地区
TEL 73-5081
FAX 73-5081

東光地区
TEL 66-1102
FAX 85-6767

比布地区
TEL 85-2011
FAX 85-2011

東光地区
TEL 33-2236
FAX 34-1366

東光地区
TEL 34-0175
FAX 34-0175

新旭川地区
TEL 26-5677
FAX 26-5654

神楽地区
TEL 62-5381
FAX 62-5391

神居地区
TEL 74-8261
FAX 74-8263

東地区
TEL 74-6406
FAX 74-5953

西地区
TEL 63-1559
FAX 63-1559

新旭川地区
TEL 26-6620
FAX 26-6550

豊岡地区
TEL 76-1771
FAX 76-1770

新旭川地区
TEL 29-5515
FAX 29-5517

豊岡地区
TEL 35-1020
FAX 35-1021

東光地区
TEL 32-9751
FAX 32-9751

神居西地区
TEL 61-9865
FAX 61-9865

神居西地区
TEL 61-4247
FAX 61-4300

　

流通団地地区
TEL 47-6612
FAX 47-7235
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10月から３月迄開催致しました当会の主な事業についてご報告いたします。

事　業　報　告

10月　October

11月　November

12月　December

１月       January

２月　  February

３月　 March

青年部会税務研修会／第22回親睦ボウリング大会※
法人会『おもしろ税ミナ～ル』第１回実行委員会※
第35回法人会全国大会<鳥取大会>
第１回組織委員会※
第19回北海道法人会女性部会全道大会<函館大会>
青年部会拡大三役会※
広報誌｢旭川東法人会だより第82号｣発行
第２回理事会

法人会『おもしろ税ミナ～ル』第２回実行委員会※
第32回法人会全国青年の集い<岐阜大会>
法人会『おもしろ税ミナ～ル！2018』※
第１回事業研修委員会※
税務研修会※

知新小学校における租税教室※
鷹栖北野小学校における租税教室※
青年・女性部会合同税務研修会／第19回ミニきき酒会
神居東小学校における租税教室※
東光小学校における租税教室※
平成31年度税制改正提言活動※

第２回広報委員会※
新春講演会／新年交礼会※
西神楽小学校における租税教室※

四団体合同新春研修会／ニューイヤーパーティ※
第２回組織委員会※
新設法人説明会※
朝日小学校における租税教室※
東旭川・工業団地・東川地区税務研修会
永山・当麻・比布地区税務研修会
実務者向け税務研修会

春期講演会※
女性部会税務研修会／懇談会
青年部会研修会／懇談会※
第３回理事会
広報誌｢旭川東法人会だより第83号｣発行

３日(水)
５日(金)
11日(木)
16日(火)
19日(金)
22日(月)
25日(木)
26日(金)

５日(月)
９日(金)
18日(日)
27日(火)
29日(木)

５日(水)
10日(月)
10日(月)
18日(火)
19日(水)
19日(水)

17日(木)
28日(月)
29日(火)

１日(金)
12日(火)
18日(月)
19日(火)
19日(火)
22日(金)
27日(水)

５日(火)
８日(金)
12日(火)
20日(水)
20日(水)

注）※印は旭川中法人会との共催

▲青年部会親睦ボウリング大会

▲旭川中法人会との合同新年交礼会

▲青年・女性部会合同きき酒会

▲ 女性部会全道大会懇談会(函館)

▲四団体合同ニューイヤーパーティ
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地域
逸品

～第60回の開催を迎えて～
旭川の冬の風物詩

“雪と氷とあかりの祭典”旭川冬まつり

冬まつり会場の様子世界最大級の大雪像 氷彫刻世界大会

第60回オープニングセレモニー

●ルーツ
雪が多い旭川は、道路から除雪した後の雪の処

理が大きな問題となっていました。昭和21年、

対策に困った当時の警察署長と観光協会長が、彫

刻家加藤顕清氏の助言を得て道路排雪を雪像作

りに利用したのが「旭川冬まつり」のルーツだと

言われており、同年３月に市復興芸術祭の一環と

して「雪まつり」の名称で冬の祭典が催され、冬

の行事への気運が高まりました。その後「北海冬

祭り」や「旭川雪まつり」などの冬の祭典を経

て、昭和35年に現在に繋がる「第１回旭川冬ま

つり」が開催され、60年間に渡り、北・北海道

を代表する冬のイベントとして歴史を重ねてきま

した。

●特　徴
旭川冬まつりは、石狩川旭橋河畔及び平和通

買物公園を会場とし、毎年２月上旬に開催してい

ます。

メイン会場となる石狩川旭橋河畔には、ギネス

ブックにも登録されたことのある世界最大級の大

雪像が制作され、大雪像の上から滑り降りること

の出来る、長さ100ｍに渡る氷の滑り台「ぶんぶ

んスライダー」は、例年人気を博しています。ま

た、大雪像と向かい合って作成されるバルコニー

雪像は、毎年、来場者の方を歓迎するデザインで

制作されています。また、バルコニーには会期に

先立って市民が参加し制作する「ウェルカム雪だ

るま」が並び来場者の皆様をお迎えします。

迫力の大雪像はもちろんのこと、市民団体など

が制作する個性豊かな中雪像や、たくさんの小雪

像が場内を賑やかに演出し、チュービングやミニ

雪だるま制作体験など、雪国の冬ならではのアク

ティビティも体験できるほか、体があたたまる飲

食を提供する売店コーナー「冬マルシェ」で、道

北地域のご当地グルメが存分に味わえます。

駅前から続く平和通買物公園では、世界の彫刻

家が腕を競う「氷彫刻世界大会」が開催され、国

内外から参加した選手たちが、氷で制作した芸術

作品の完成度などを競い合います。

その他にも、様々なイベントが実施され、年ご

とに限定で作られるオリジナルピンバッジが販売

されるなど、ご来場の皆様にお楽しみいただける

イベント内容となっております。

●60回目の記念イベント
60回目の記念を迎えた今年の旭川冬まつり

は、２月６日から11日までの６日間に渡り、石狩

川旭橋河畔及び平和通買物公園を会場に開催さ

れ、98万３千人が来場しました。

メイン雪像は、旧旭川偕公社（現中原悌二郎記

念旭川市彫刻美術館）をモチーフに、第１回の冬

まつりで制作された名古屋城を組み合わせ、60

年の歴史を雪のレリーフで表現した年表で振り返

れるようデザインし制作しました。

バルコニー雪像は「旭川へカジャ（行こ

う）！！」をテーマに、韓国の水原（スウォン）

市と旭川市の姉妹都市提携30周年を記念し、あ

さっぴーと韓国のチマチョゴリを着たゆっきりん

に加え、水原市にある世界遺産水原華城の八達

門をデザインし制作しました。

例年、人気を博している夜の花火も、60回の

記念開催として回数を増やし毎晩打ち上げ、雪像

を彩るプロジェクションマッピングによる幻想的

な空間と、澄み切った冬の夜空に咲く大輪のよう

に打ち上げられた花火に、多くの来場者が魅了さ

れました。

●今　後
今年も多くの来場者の皆様にお越しいただき、

大盛況で幕を閉じた旭川冬まつり。次回の第61

回は来年２月６日～11日の６日間を予定してい

ます。今後とも市民の皆様や旭川を訪れる観光客

に、より一層楽しんでいただけるイベントを目指

して開催していきたいと思います。
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夜の花火など記念イベントの様子

氷の滑り台「ぶんぶんスライダー」 子どもたちに人気のスノーバナナ市民参加のウエルカム雪だるま

会場を賑やかに演出する小中雪像 冬マルシェプロジェクションマッピングと花火

●ルーツ
雪が多い旭川は、道路から除雪した後の雪の処

理が大きな問題となっていました。昭和21年、

対策に困った当時の警察署長と観光協会長が、彫

刻家加藤顕清氏の助言を得て道路排雪を雪像作

りに利用したのが「旭川冬まつり」のルーツだと

言われており、同年３月に市復興芸術祭の一環と

して「雪まつり」の名称で冬の祭典が催され、冬

の行事への気運が高まりました。その後「北海冬

祭り」や「旭川雪まつり」などの冬の祭典を経

て、昭和35年に現在に繋がる「第１回旭川冬ま

つり」が開催され、60年間に渡り、北・北海道

を代表する冬のイベントとして歴史を重ねてきま

した。

●特　徴
旭川冬まつりは、石狩川旭橋河畔及び平和通

買物公園を会場とし、毎年２月上旬に開催してい

ます。

メイン会場となる石狩川旭橋河畔には、ギネス

ブックにも登録されたことのある世界最大級の大

雪像が制作され、大雪像の上から滑り降りること

の出来る、長さ100ｍに渡る氷の滑り台「ぶんぶ

んスライダー」は、例年人気を博しています。ま

た、大雪像と向かい合って作成されるバルコニー

雪像は、毎年、来場者の方を歓迎するデザインで

制作されています。また、バルコニーには会期に

先立って市民が参加し制作する「ウェルカム雪だ

るま」が並び来場者の皆様をお迎えします。

迫力の大雪像はもちろんのこと、市民団体など

が制作する個性豊かな中雪像や、たくさんの小雪

像が場内を賑やかに演出し、チュービングやミニ

雪だるま制作体験など、雪国の冬ならではのアク

ティビティも体験できるほか、体があたたまる飲

食を提供する売店コーナー「冬マルシェ」で、道

北地域のご当地グルメが存分に味わえます。

駅前から続く平和通買物公園では、世界の彫刻

家が腕を競う「氷彫刻世界大会」が開催され、国

内外から参加した選手たちが、氷で制作した芸術

作品の完成度などを競い合います。

その他にも、様々なイベントが実施され、年ご

とに限定で作られるオリジナルピンバッジが販売

されるなど、ご来場の皆様にお楽しみいただける

イベント内容となっております。

●60回目の記念イベント
60回目の記念を迎えた今年の旭川冬まつり

は、２月６日から11日までの６日間に渡り、石狩

川旭橋河畔及び平和通買物公園を会場に開催さ

れ、98万３千人が来場しました。

メイン雪像は、旧旭川偕公社（現中原悌二郎記

念旭川市彫刻美術館）をモチーフに、第１回の冬

まつりで制作された名古屋城を組み合わせ、60

年の歴史を雪のレリーフで表現した年表で振り返

れるようデザインし制作しました。

バルコニー雪像は「旭川へカジャ（行こ

う）！！」をテーマに、韓国の水原（スウォン）

市と旭川市の姉妹都市提携30周年を記念し、あ

さっぴーと韓国のチマチョゴリを着たゆっきりん

に加え、水原市にある世界遺産水原華城の八達

門をデザインし制作しました。

例年、人気を博している夜の花火も、60回の

記念開催として回数を増やし毎晩打ち上げ、雪像

を彩るプロジェクションマッピングによる幻想的

な空間と、澄み切った冬の夜空に咲く大輪のよう

に打ち上げられた花火に、多くの来場者が魅了さ

れました。

●今　後
今年も多くの来場者の皆様にお越しいただき、

大盛況で幕を閉じた旭川冬まつり。次回の第61

回は来年２月６日～11日の６日間を予定してい

ます。今後とも市民の皆様や旭川を訪れる観光客

に、より一層楽しんでいただけるイベントを目指

して開催していきたいと思います。

〒070-8525
旭川市５条通７丁目 旭川フードテラス２階
　　　　　旭川市観光スポーツ交流部観光課内
TEL：0166－25－7168　FAX：0166－26－8585

旭川冬まつり実行委員会事務局
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